
平成˜Ÿ年 月™ 日 金曜日 (号外第™™›号)官 報

（
法
第
五
条
第
十
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
六
条
の
十
二

法
第
五
条
第
十
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
号
の
依
頼
を
し

た
支
給
決
定
障
害
者
等
（
同
号
に
規
定
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
を
い
う
。）及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意

向
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
の
総
合
的
な
援
助
の
方
針
及
び
生
活
全
般
の
解
決
す
べ
き
課
題
、
提
供
さ
れ
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
、
内
容
、
量
、
日
時
、
利
用
料
及

び
こ
れ
を
担
当
す
る
者
並
び
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
六
条
の
十
三

法
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

障
害
者
等
の
身
体
機
能
を
補
完
し
、
又
は
代
替
し
、
か
つ
、
そ
の
身
体
へ
の
適
合
を
図
る
よ
う
に
製
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

障
害
者
等
の
身
体
に
装
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
又
は
就
労
若
し
く
は
就
学
の
た
め

に
、
同
一
の
製
品
に
つ
き
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

医
師
等
に
よ
る
専
門
的
な
知
識
に
基
づ
く
意
見
又
は
診
断
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
五
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
条
の
十
四

法
第
五
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
創
作
的
活
動
又
は
生
産

活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
進
そ
の
他
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む

た
め
に
必
要
な
支
援
と
す
る
。

第
七
条
中
第
一
項
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八

号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
じ
。）」
の
下
に
「
並
び
に
療
養
介
護
に

係
る
介
護
給
付
費
又
は
特
例
介
護
給
付
費
の
支
給
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
す
る
障
害
者
に
あ
っ
て
は
、
療
養
介
護
医

療
費
に
係
る
負
担
上
限
月
額
（
令
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
負
担
上
限
月
額
を
い
う
。）並
び
に
法
第
七

十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
額
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
等
」
と
総
称
す
る
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

３

支
給
決
定
障
害
者
等
は
毎
年
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
市
町
村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を

省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
一
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。一

療
養
介
護

次
に
掲
げ
る
費
用

イ

日
用
品
費

ロ

そ
の
他
療
養
介
護
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必

要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

第
九
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
事
業
者
（
以
下
「
指
定
相
談
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）

の
う
ち
当
該
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
も
の

第
九
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
（
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。）

（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
る
支
給
決
定
障
害
者
等
が
引
き
続
き
当
該
指

定
障
害
者
支
援
施
設
を
利
用
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
障
害
程
度
区
分
の
認
定
に
限
る
。）

第
九
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
削
る
。

第
十
二
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中「（
法
第
五
条
第
十
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」

を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
を
い
う
」
を
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
十
五
条

法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
支
給
決
定
を
行
っ
た
日
か
ら
当
該
日

が
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
と
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
規
定
す
る
期
間
を
合
算
し
て
得
た
期
間
と
す
る
。

一

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、

自
立
訓
練
及
び
就
労
移
行
支
援
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

一
月
間
か
ら
十
二
月
間
ま
で
の
範
囲

内
で
月
を
単
位
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
期
間

二

療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
共
同
生
活
介
護
、
施
設
入
所
支
援
、
就
労
継
続
支
援
及
び
共
同
生
活
援
助

一
月

間
か
ら
三
十
六
月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
月
を
単
位
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
期
間

三

就
労
移
行
支
援
（
第
六
条
の
八
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。）
一
月
間
か
ら
六
十
月
間
ま
で
の
範

囲
内
で
月
を
単
位
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
期
間

２

支
給
決
定
を
行
っ
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
の

期
間
を
支
給
決
定
の
有
効
期
間
と
す
る
。

第
十
七
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
か

ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
一
条
中
「
負
担
上
限
月
額
」
を
「
負
担
上
限
月
額
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
三
号
中
「
共
同
生
活
援
助
」
を
「
共
同
生
活
介
護
又
は
共
同
生
活
援
助
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

六

施
設
入
所
支
援

次
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

光
熱
水
費

ハ

被
服
費

ニ

日
用
品
費

ホ

そ
の
他
施
設
入
所
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通

常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の

七

自
立
訓
練
（
宿
泊
型
自
立
訓
練
（
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
の
う
ち
利
用
者
に
対
し
て
居
室
そ
の
他
の
設
備

に
お
い
て
、
家
事
等
の
日
常
生
活
能
力
を
向
上
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
も
の
を
い
う
。以
下
同
じ
。）を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
次
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

日
用
品
費

ハ

そ
の
他
自
立
訓
練
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必

要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

八

宿
泊
型
自
立
訓
練

次
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

光
熱
水
費

ハ

日
用
品
費

ニ

そ
の
他
宿
泊
型
自
立
訓
練
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

も
の

九

就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援

次
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

生
産
活
動
に
係
る
材
料
費

ハ

日
用
品
費

ニ

そ
の
他
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常

生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適

当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

œ
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